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はじめに

2008 年３月告示の小学校学習指導要領（文部科学省，2008a）では、「第５章 総合的な学習の時間」の「第

３　指導計画の作成と内容の取扱い」において「(2) 地域や学校，児童の実態等に応じて，教科等の枠を超

えた横断的・総合的な学習，探究的な学習，児童の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育

活動を行うこと。」(p.110) と示されている。また、小学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編（文部科

学省，2008b）では「地域の実態」について「地域の実態としては，学校が設置されている地域の山や川など

の自然環境，（中略）などが考えられる。」（p.23）と示されており、また、「自然に対する豊かな感受性

や生命を尊重する精神，環境に対する関心等は，身近な自然に浸る時間を確保し，飼育・栽培や自然観察な

どの活動を実際に行わなければ培えない。」（p.36）と示されている。

望月（2012）では、希少魚（ウシモツゴ）の保全活動を中心とした水域環境教育を１年間、公立小学校で

実施し、児童の意識がどのように変化するのかを調査し、議論している。１年間という期間を設定した理由

については「教育活動に関する中長期的効果を評価した研究は殆どない。そこで本研究では、数時間という

教育活動による短期的効果ではなく、多様な教科学習等を通した中長期的効果を評価する必要性もあると考

え１年間という期間を設定した」（p.24）と示されている。また、活動内容について「希少魚の飼育・繁殖

活動は、４－６年生の児童による『せじり・ボランティア活動』に参加する児童が授業（総合的な学習の

時間・クラブ活動）として実施した。」（p.24）とあり、また、「５年生の児童による野外・宿泊体験学習で

は希少魚が生息する池や川での生物観察・採集体験なども実施した。」（p.24）と示されている。その結果

について「１年間多様な教科学習等において保全活動に参加し川や池に生息するあらゆる生き物について学

習したが、『すき』よりも『きらい』な方向及び『楽しい』よりも『楽しくない』方向へ変化した児童が多

く認められた。この変化の理由を自由記述欄の分析から考察すると、『魚・川・池』に関して『魚の飼育』

や『生き物採集』という体験をして苦労した感想をもったことが影響したと思われる。」（p.28）と示され

ている。なお、質問紙の質問項目を具体的に示すと「魚は好きですか？」や「生き物とふれ合うことは楽し

いですか？」などであった。

上記のことは、第４学年～第６学年の授業等（「総合的な学習の時間」やクラブ活動）において希少魚の

飼育活動を１年間実施し、また、第５学年の集団宿泊活動において希少魚の生息する池や川で採集活動を実

施したが、児童の意識が必ずしも良好な方向へ変化しなかったことを示している。
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１．研究の目的

2018 年４月、筆者らが Web サイト等を検索して調べたところ、小学校の「総合的な学習の時間」において、

ある程度の期間、河川の水生生物を飼育する活動を行い、児童の意識を調査して議論したという実践研究は、

望月（2012）のみであった。このことは、望月（2012）で「教育活動に関する中長期的効果を評価した研究

は殆どない。」（p.24）と示されている状況が、その後も続いていることを示している。望月（2012）では、

前述したように、１年間、希少魚（ウシモツゴ）の飼育活動を行い、また、池や川で採集活動を実施したが、

児童の意識が必ずしも良好な方向へ変化しなかった。

一方、SBS コミュニケーションズ（2013）の「母校の自慢行事 第 7回 浜松市立和田小学校」では「魚の

世話は４年生が担当。毎朝、授業の前にエサやりや水槽の掃除、水の入れ替えなどを交代しながら行います。

魚がエサに群がる様子に、子どもたちは興味津々。水槽に顔を近づけて、食い入るように見つめています。」

とあり、また、「『最初は魚が苦手だった』と話す○○○○さんは、１年間の飼育を通じて魚が好きになっ

たそう。『世話をするうちに慣れて触れるようになりました。ちっちゃなハゼがお気に入りです』と話しま

す。」と示されている。このことからは、魚の飼育活動を１年間実施し、児童の意識が良好な方向へ変化し

たことを伺い知ることができる。ただし、この飼育活動は「総合的な学習の時間」に位置付けて実施した活

動ではない（浜松市立和田小学校，私信）。なお、本稿では表記しなかったが、前述の「○○○○」は児童

の氏名であり、Web サイトには示されている。

つまり、小学校の「総合的な学習の時間」において、ある程度の期間、河川の水生生物を飼育する活動を

行い、児童の意識を調査し、議論したという実践研究はほとんどなく、児童の意識については、知見が十分

に得られていない状況といえる。一方、小学校の「総合的な学習の時間」という枠をはずすと、魚の飼育活

動を１年間実施した事例が１件あり、飼育活動を通して児童の意識が良好な方向へ変化したことを伺い知る

ことのできる内容であった。

上記のことは、小学校の「総合的な学習の時間」において、ある程度の期間、河川の水生生物を飼育する

活動を行い、児童の意識を調査し、知見を得る必要があることを示唆している。

佐波川は周南市、山口市、防府市を流れる一級河川である。椹野川は山口市を流れる二級河川であり、仁

保川は椹野川の支流である。佐波川、仁保川は、いずれも地域（山口市）に流れる河川であり、小学校学習

指導要領解説総合的な学習の時間編（文部科学省，2008b）のいう「地域の実態」に該当する。

本研究では、小学校第４学年の「総合的な学習の時間」において、佐波川と仁保川に生息している水生生

物を採集し、１年間、飼育する活動を実施した。実施した年度は 2018 年度である。本研究の目的は、児童の

意識をもとに、児童（男子，女子）の飼育活動に関する知見を得ることである。

２．授業実践

２－１　研究の対象、採集活動

「総合的な学習の時間」の授業を山口大学教育学部附属山口小学校の４年Ａ組で実践した。４年Ａ組の児

童は 33 名（男子：16 名，女子：17 名）であった。水生生物を採集する活動を７月 12 日、９月７日、10 月

４日に実施した。本稿では、７月 12 日の採集活動を採集活動①、９月７日の採集活動を採集活動②、10 月

４日の採集活動を採集活動③と称する。

採集活動①、採集活動②の地点（採集した場所）は、佐波川（防府市大字上右田［北緯：34 度 4 分 10.64

秒，東経：131 度 33 分 52.79 秒］）であり、また、採集活動③の地点（採集した場所）は、仁保川（山口市

仁保上郷［北緯：34 度 14 分 45.80 秒，東経：131 度 35 分 21.10 秒］）である。各採集活動（採集活動①～

採集活動③）に参加した児童は 33 名であった。児童の主な採集方法はタモ網を用いた追出法と目視法であっ

た。児童が水生生物を採集しているようすを図１～図３に示す。

児童が採集した生物を同定し、個体数を集計した。児童が採集した生物を表１に示す。シジミ類はマシジ

ミ、タイワンシジミのいずれかであった。ヌマエビ類はヌマエビ、ミナミヌマエビのいずれかであった。ト

ンボ類（幼虫）はイトトンボ類とトンボ類であり、ヤンマ類はいなかった。表１をみると、採集活動①、採

集活動②、採集活動③の地点に、数多くの生物が生息していることが分かる。

環境省レッドリストでは、ヤマトシマドジョウ、アカザ、ミナミメダカは絶滅危惧Ⅱ類 (VU) として、オ
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ヤニラミは絶滅危惧Ⅰ B類 (EN) として掲載されている。山口県レッドリストでは、ヤマトシマドジョウ、ア

カザ、ミナミメダカ、オヤニラミは絶滅危惧Ⅰ B 類（EN）として掲載されており、イトモロコは準絶滅危

惧（NT）として掲載されている。一方、ウシガエルは特定外来生物に指定されている。ちなみに、ギギは胸ビ

レと背ビレに毒棘がある。

採集活動①の終了時、ウシガエルは特定外来生物に指定されているため、持ち帰ることができないことを

児童に伝えた。その後、河川より持ち帰り、飼育する生物をどれにするのか、また、持ち帰る生物の数を何

個体にするのかを学習班ごとに話し合わせ、児童に決めさせた。採集活動②の活動中、ギギが採集されたた

め、胸ビレと背ビレに毒棘があることを児童に伝え、直接、手で触れないように留意させた。また、ギギは

持ち帰らないことを児童に伝えた。採集活動②の終了時、河川より持ち帰り、飼育する生物をどれにするの

か、また、持ち帰る生物の数を何個体にするのかを学習班ごとに話し合わせ、児童に決めさせた。採集活動

③の終了時にも、河川より持ち帰り、飼育する生物をどれにするのか、また、持ち帰る生物の数を何個体に

するのかを学習班ごとに話し合わせ、児童に決めさせた。

図３　採集のようす（10 月４日）図１　採集のようす（７月 12 日） 図２　採集のようす（９月７日）
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２－２　飼育活動

採集活動①を行った後、表２に示した生物を河川より持ち帰り、飼育活動を行った。飼育した期間は７月

12日～７月19日である。７月21日～８月26日は夏季休業である。そのため、これらの生物（河川より持ち帰っ

た生物）については７月 19 日に採集した地点（北緯：34 度 4 分 10.64 秒，東経：131 度 33 分 52.79 秒）に

戻した。

採集活動②を行った後、表２に示した生物を河川より持ち帰り、飼育活動を行った。飼育した期間は９月

７日～ 12 月 20 日、１月８日～３月 18 日である。また、採集活動③を行った後、表２に示した生物を河川

より持ち帰り、飼育活動を行った。飼育した期間は 10 月４日～ 12 月 20 日、１月８日～３月 18 日である。

冬季休業中（12 月 21 日～１月７日）は、教員が生物の世話（餌やりと水替え）を行った。これらの生物（河

川より持ち帰った生物）については３月 18 日に採集した地点（防府市大字上右田（北緯：34 度 4 分 10.64 秒，

東経：131 度 33 分 52.79 秒）と山口市仁保上郷（北緯：34 度 14 分 45.80 秒，東経：131 度 35 分 21.10 秒））

にそれぞれ戻した。

児童が飼育活動中に実施した活動は主に２つである。１つは生物の観察であり、もう１つは生物の世話（主

に餌やりと水替え）である。水槽のようすを図４、図５に示す。水替えのようすを図６、図７に示す。

図４　水槽のようす

図７　水替えのようす図５　水槽のようす 図６　水替えのようす
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３．調査の方法と分析の方法

調査方法には、質問紙法を用いた。調査は７月 19 日、10 月３日、10 月 11 日、10 月 29 日、11 月９日、

12 月 13 日、３月 13 日の７時点で実施した。

質問紙では、質問項目①「生き物の観察をした」と質問項目②「生き物の世話をした」を設定し、質問項

目ごとに選択肢法で回答を求めた。選択肢法には５件法（とてもあてはまる，だいたいあてはまる，どちら

ともいえない，あまりあてはまらない，まったくあてはまらない）を用いた。また、そのように回答した理

由について、質問項目ごとに記述欄を設定し、自由記述で回答を求めた。

選択肢法の調査を分析するにあたっては、５件法の「とてもあてはまる」を５点、「だいたいあてはまる」

を４点、「どちらともいえない」を３点、「あまりあてはまらない」を２点、「まったくあてはまらない」

を１点とした。この得点を用いて、男子と女子の平均値と標準偏差を算出し，天井効果の有無、床効果の有

無を確認した。

記述法の調査を分析するにあたっては、記述欄に書かれた記述を読み、児童がそのように感じた理由が書

かれているもの（児童の意識の要因を見取ることができたもの、もしくは、児童の意識の要因を類推できる

もの）を抽出した。類似の内容が複数抽出された場合には、１つの意見として集約し（一方の意見を省略し）、

人数を集計した。ただし、ニュアンスに違いがみられた場合、１つの意見として集約しなかった。１人の記

述から複数の要因が抽出された場合には、それぞれ個別の意見として集計した。なお、児童の意識について

は、選択肢法の調査の回答が「とてもあてはまる」と「だいたいあてはまる」であれば“良好”とし、「ど

ちらともいえない」であれば“良好でも不良でもない”とし、「あまりあてはまらない」と「まったくあて

はまらない」であれば“不良”とした。さらに、記述から読み取れる要因について考察した。

４．結果と考察

選択肢法の調査を分析した結果を表３に示す。床効果はいずれにおいてもみられなかった。天井効果は７

月 19日の質問項目②「生き物の世話をした」の女子においてのみみられなかった。つまり、その他において

は，男子と女子ともに天井効果がみられた。このことは、「生き物の観察をした」と「生き物の世話をした」

という児童の意識が概ね良好であったことを示している。

記述法の調査を分析した結果を表４と表５に示す。児童の記述が短文であるため、要因を明瞭に読み取り

にくいもの、区別しにくいものが含まれているが、いくつかの要因を読み取ることもできた。

質問項目①「生き物の観察をした」でみられた記述について例示すると、「どんな感じなのか気になった

から」といった記述があり、「興味・関心」が要因として読み取れる。「魚のしゅうせいを知りたかった

から」といった記述があり、「知的探究心」が要因として読み取れる。「かわいいから」といった記述があり、

「愛情・愛着」が要因として読み取れる。「『弱ってないかな』と思って心配になるから」といった記述か

らは「生命尊重」が要因として読み取れる。「自分たちがつれてかえった魚だから」といった記述からは「責

任感」が要因として読み取れる。質問項目②「生き物の世話をした」でみられた記述について例示すると、

「えさを食べるようすがおもしろいから」といった記述があり、「興味・関心」が要因として読み取れる。
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「かわいいから」といった記述があり、「愛情・愛着」が要因として読み取れる。「魚が死んでしまった

らかなしいから」といった記述からは「生命尊重」が要因として読み取れる。「自分たちでかっているから」

といった記述からは「責任感」が要因として読み取れる。

上記に示した児童の意識の要因は、良好な意識の要因である。つまり、児童の「生き物の観察をした」と

いう意識が良好であった要因として「興味・関心」、「知的探究心」、「愛情・愛着」、「生命尊重」、「責

任感」が見出され、また、「生き物の世話をした」という意識が良好であった要因として「興味・関心」、

「愛情・愛着」、「生命尊重」、「責任感」が見出されたといえる。

−216−



−217−



−218−



−219−



５．まとめ

本研究では、小学校第４学年の「総合的な学習の時間」において、河川に生息している生物を採集し、１

年間、飼育する活動を実施した。その結果、「生き物の観察をした」と「生き物の世話をした」という児童

の意識が概ね良好であったことが示された。さらに、児童の「生き物の観察をした」という意識が良好であっ

た要因として「興味・関心」、「知的探究心」、「愛情・愛着」、「生命尊重」、「責任感」が見出された。

また、「生き物の世話をした」という意識が良好であった要因として「興味・関心」、「愛情・愛着」、

「生命尊重」、「責任感」が見出された。

おわりに

本研究で採集し、飼育した水生生物は主に魚類であった。今後、魚類以外の水生生物を対象として実践研

究を行い、生物を採集し、飼育する活動に関する知見を得る必要がある。
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学会四国支部大会（高知大会）（2018 年 12 月 15 日）で発表した。
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